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み だ し の 要 領 を 別 添 の と お り 定 め 、 平 成 ３ 年 ７ 月 １ 日 か ら 実 施 す る こ と と し た の で 誤 り の な い よ う

に さ れ た い 。  

別 添  

保 管 場 所 を 確 保 し て い な い 自 動 車 の 保 有 者 に 対 す る 措 置 に 関 す る 事 務 処 理 要 領  

第 １  総 則  

１  要 旨  

こ の 要 領 は 、 署 長 及 び 公 安 委 員 会 が 行 う 保 管 場 所 を 確 保 し て い な い 自 動 車 の 保 有 者 に 対 す る 措

置（ 自 動 車 の 保 管 場 所 の 確 保 等 に 関 す る 法 律（ 昭 和 37年 法 律 第 145号 。以 下「 法 」と い う 。）第 ８

条 か ら 第 10条 ま で 第 12条 及 び 第 13条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 措 置 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 関 す る 標

準 的 な 事 務 処 理 手 続 に つ い て 定 め る 。  

２  用 語 の 意 義  

こ の 要 領 に お け る 用 語 の 定 義 は 、 次 の と お り と す る 。  

(１ ) 運 送 事 業 用 自 動 車  法 第 13条 第 ２ 項 の 運 送 事 業 用 自 動 車 を い う 。  

(２ ) 自 家 用 自 動 車  運 送 事 業 用 自 動 車 以 外 の 自 動 車 を い う 。  

(３ ) 保 有 者  自 動 車 損 害 賠 償 保 障 法 （ 昭 和 30年 法 律 第 97号 ） 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 保 有 者 を

い う 。  

(４ ) 適 用 地 域  法 附 則 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 法 第 ８ 条 か ら 第 10条 ま で の 規 定 が 適 用 さ れ る 地 域

（ 本 県 で は 、 三 芳 村 、 長 生 村 及 び 蓮 沼 村 を 除 く 県 下 全 域 ） を い う 。  

３  公 安 委 員 会 の 権 限 の 代 行 処 理  

(１ ) 法 に 基 づ く 公 安 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 に つ い て は 、 千 葉 県 公 安 委 員 会 の 権 限 に 属 す る

事 務 の 処 理 に 関 す る 規 程（ 昭 和 36年 規 程 第 ４ 号 ）第 ４ 条 の 規 定 に よ り 、交 通 指 導 課 長（ 以 下「 主

管 課 長 」 と い う 。 ） 及 び 署 長 が 処 理 す る も の と す る 。  

(２ ) 主 管 課 長 及 び 署 長 が 処 理 す る 事 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

ア  主 管 課 長  

(ア ) 法 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 通 知 の 受 理  

(イ ) 法 第 10条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 聴 聞 の 通 知 及 び 公 示  

(ウ ) 法 第 12条 の 規 定 に よ る 報 告 又 は 資 料 の 提 出 要 求  

(エ ) 法 第 13条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知  

イ  署 長  

(ア ) 法 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 文 書 の 交 付 及 び 標 章 の は り 付 け  

(イ ) 法 第 ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 申 告 の 受 理  

(ウ ) 法 第 ９ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 確 認  

(エ ) 法 第 ９ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 確 認 の 通 知 及 び 標 章 の 取 り 除 き  

(オ ) 法 第 12条 の 規 定 に よ る 報 告 又 は 資 料 の 提 出 要 求  

第 ２  適 用 地 域 に 在 る 自 家 用 自 動 車 の 保 有 者 に 対 す る 措 置  

１  通 知  

(１ ) 通 知 書 案 の 認 知 等  

警 察 官 又 は 交 通 巡 視 員 （ 以 下 「 警 察 官 等 」 と い う 。 ） は 、 法 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 通 知 の 手 続

の 対 象 に 該 当 す る 自 動 車 を 認 知 し た と き は 、 速 や か に 当 該 自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置 が 適 用 地

域 に 在 る か 等 必 要 事 項 を 調 査 し 、 通 知 事 案 に 該 当 す る 場 合 は 、 通 知 事 案 報 告 書 （ 別 記 様 式 第 １

号 ） を 作 成 す る と と も に 、 当 該 事 案 に 係 る 現 認 報 告 書 、 交 通 切 符 又 は 交 通 反 則 切 符 の 写 し そ の



他 の 関 係 書 類 を 添 付 し て 署 長 に 報 告 す る も の と す る 。  

(２ ) 通 知 事 案 報 告 書 の 審 査 等  

署 長 は 、 通 知 事 案 の 報 告 を 受 け た と き は 、 通 知 事 案 の 該 当 性 及 び 事 実 の 認 定 の 錯 誤 又 は 通 知

事 案 報 告 書 の 記 載 内 容 の 不 備 の 有 無 を 審 査 し 、 所 要 の 整 備 を す る も の と す る 。  

(３ ) 保 管 場 所 の 確 保 状 況 の 照 会 等  

ア  署 長 は 、 通 知 事 案 に 基 づ き 、 自 動 車 保 管 場 所 確 保 状 況 照 会 書 （ 別 記 様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 照

会 書 」 と い う 。 ） を 作 成 し 、 こ れ を 自 動 者 の 保 有 者 に 交 付 し て 、 保 管 場 所 の 確 保 状 況 を 照 会

す る と と も に 、 当 該 照 会 書 を 交 付 し た と き か ら 15日 以 内 に 、 当 該 自 動 車 の 保 有 者 に 対 し 、 自

動 車 保 管 場 所 確 保 状 況 回 答 書 （ 別 記 様 式 第 ３ 号 。 以 下 「 回 答 書 」 と い う 。 ） に よ り 、 保 管 場

所 確 保 状 況 の 回 答 を 求 め る も の と す る 。  

イ  署 長 は 、 保 管 場 所 確 保 状 況 照 会 の 結 果 、 保 管 場 所 を 確 保 し て い な い 場 合 は 、 当 該 自 動 車 の

保 有 者 に 対 し 、 保 管 場 所 を 確 保 し た 上 、 保 管 場 所 証 明 、 保 管 場 所 に 係 る 届 出 等 の 手 続 き を 履

行 す る よ う 指 導 す る も の と す る 。  

(４ ) 通 知  

ア  通 知 の 方 法  

署 長 は 、 保 管 場 所 確 保 状 況 照 会 後 お お む ね 15日 以 内 に 回 答 書 に よ る 回 答 が な い 場 合 及 び 保

管 場 所 を 確 保 す る 予 定 が な い と 認 め ら れ る 者 が 保 有 し て い る 自 動 車 で あ る 場 合 は 、通 知 書（ 別

記 様 式 第 ４ 号 ） に 、 必 要 な 関 係 書 類 を 添 付 し て 、 当 該 自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置 を 管 轄 す る

公 安 委 員 会 に 通 知 す る も の と す る 。  

イ  添 付 書 類  

通 知 書 に 添 付 す る 書 類 は 、 回 答 書 の 写 し 、 現 認 報 告 書 の 写 し 、 交 通 事 件 原 票 の 写 し そ の 他

通 知 事 案 の 事 実 の 証 明 に 必 要 な 資 料 の 全 部 又 は 一 部 と し 、 必 要 に 応 じ 他 の 書 類 を 加 え る も の

と す る 。  

ウ  通 知 の 方 法 の 特 例  

署 長 は 、 通 知 対 象 事 案 の 自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置 が 千 葉 県 以 外 で あ る 場 合 は 、 公 安 委 員

会 を 通 じ て 通 知 す る も の と す る 。  

２  自 動 車 の 運 行 供 用 の 制 限  

(１ ) 審 査  

主 管 課 長 は 、 公 安 委 員 会 が 通 知 書 を 受 理 し た と き は 、 当 該 通 知 事 案 に つ い て 、 自 動 車 の 使 用

の 本 拠 の 位 置 が 適 用 地 域 内 で あ る こ と の 有 無 及 び 自 動 車 の 保 管 場 所 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 ２ 年 法 律 第 74号 ） 附 則 第 ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 法 第 ９ 条 の 規 定 が

適 用 で き る 自 動 車 及 び 当 該 自 動 車 の 保 有 者 で あ る こ と の 有 無 を 確 認 す る と と も に 、 同 条 第 １ 項

の 規 定 に よ る 自 動 車 の 運 用 供 用 の 制 限 処 分 （ 以 下 「 処 分 」 と い う 。 ） の 要 件 を 審 査 す る も の と

す る 。  

(２ ) 処 分 事 案 の 移 送  

主 管 課 長 は 、 審 査 の 結 果 、 処 分 を 行 う 事 案 （ 以 下 「 処 分 事 案 」 と い う 。 ） に 該 当 し 、 当 該 事

案 の 自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置 が 千 葉 県 の 区 域 外 に 在 る も の に つ い て は 、 自 動 車 運 行 供 用 制 限

事 案 移 送 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 ５ 号 ） に 関 係 書 類 を 添 付 し 、 当 該 自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置 を 管

轄 す る 公 安 委 員 会 に 移 送 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ２ の １ (４ )イ の 手 続 を 準 用 す

る 。  

(３ ) 聴 聞  

ア  聴 聞 の 事 前 手 続  

(ア ) 聴 聞 の 通 知  

主 管 課 長 は 、 聴 聞 の 通 知 を 聴 聞 通 知 書 （ 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に 関 す る 規 則 （ 平 成

６ 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 26号 ） 別 記 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 、 配 達 証 明 郵 便 で 被 処 分 者 に 送

付 す る も の と し 、 そ の 到 着 を 確 認 す る た め 通 知 書 受 領 書 （ 別 記 様 式 第 ６ 号 の １ ） を 同 封 し

て 、 そ の 返 送 を 求 め る も の と す る 。  

(イ ) 聴 聞 の あ て 先  

聴 聞 通 知 書 の あ て 先 は 、原 則 と し て 被 処 分 者 の 居 住 地（ 自 動 車 の 保 有 者 が 法 人 の 場 合 は 、

当 該 法 人 の 所 在 地 ） と す る こ と 。  



(ウ ) 通 知 し な け れ ば な ら な い 事 項  

聴 聞 通 知 書 の 様 式 に 従 っ て 必 要 な 項 目 事 項 を 記 入 し 、 特 に 保 管 場 所 が 確 保 さ れ て い な い

と 認 め ら れ る 事 実 に つ い て は 、 次 の 例 に よ り 具 体 的 に 記 入 す る こ と 。  

ａ  保 管 場 所 証 明 書 に 係 る 保 管 場 所 を 確 保 せ ず 、 道 路 上 の 場 所 を 保 管 場 所 と し て い る 。  

ｂ  自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置 と 保 管 場 所 の 位 置 の 間 の 距 離 が ２ キ ロ メ ー ト ル を 超 え て い

る 。  

(エ ) 聴 聞 の 公 示  

主 管 課 長 は 、 自 動 車 の 保 管 場 所 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 ３ 年 国 家 公 安 委 員

会 規 則 第 １ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 12条 の 規 定 に よ り 聴 聞 公 示 （ 別 記 様 式 第 ６ 号 の

２ ） を 公 安 委 員 会 の 掲 示 板 に 掲 示 し て 行 う も の と す る 。  

イ  聴 聞 を 行 わ な い 場 合 等  

(ア ) 被 処 分 者 が 正 当 な 理 由 に よ り 出 頭 し な い 場 合  

行 政 手 続 法 （ 平 成 ５ 年 法 律 第 88号 。 以 下 「 手 続 法 」 と い う 。 ） 第 23条 第 １ 項 の 規 定 に よ

る 被 処 分 者 が 聴 聞 に 欠 席 し て も や む を 得 な い と 社 会 通 念 上 認 め ら れ る「 正 当 な 理 由 」と は 、  

ａ  病 気  

ｂ  医 師 が 急 患 の 治 療 に 当 た る 場 合 等 の 緊 急 の 業 務  

ｃ  留 置 、 服 役 等  

ｄ  交 通 機 関 の ス ト  

ｅ  天 変 地 異  

等 の 場 合 で あ る 。  

(イ ) 被 処 分 者 が 所 在 不 明 の 場 合  

手 続 法 第 15条 第 ３ 項 の 被 処 分 者 の 所 在 不 明 の 場 合 の 認 定 に 当 た っ て は 通 常 尽 く す べ き 手

段 を 尽 く し た 上 で 慎 重 に 行 い 、 聴 聞 を 行 わ ず し て 命 令 す る 場 合 に 備 え て 被 処 分 者 の 所 在 発

見 の た め に 講 じ た 手 段 の 内 容 、 結 果 等 に つ い て 記 録 し て お く こ と 。  

な お 、 「 通 常 尽 く す べ き 手 段 」 と は 、 具 体 的 に は  

ａ  住 所 地 の 所 在 調 査  

ｂ  住 民 登 録 及 び 本 籍 照 会 に よ る 確 認  

ｃ  勤 務 先 等 へ の 照 会  

等 で あ る 。  

(ウ ) 被 処 分 者 の 所 在 が 判 明 し た 場 合 の 措 置  

所 在 不 明 の た め 聴 聞 の 通 知 を す る こ と が で き な か っ た 場 合 で 、 処 分 決 定 前 に 所 在 が 判 明

し た 場 合 は 、 直 ち に 聴 聞 の 通 知 を 行 い 、 通 常 の 聴 聞 手 続 に よ り 処 理 を 行 う も の と す る 。  

(４ ) 処 分 の 執 行 等  

ア  自 動 車 運 行 供 用 制 限 書 等 の 作 成 及 び 署 長 へ の 送 付  

主 管 課 長 は 、公 安 委 員 会 が 処 分 を 行 う こ と を 決 定 し た 事 案 に 係 る 自 動 車 運 行 供 用 制 限 書（ 別

記 様 式 第 ６ 号 。 以 下 「 制 限 書 」 と い う 。 ） 及 び 規 則 に 定 め る 標 章 （ 以 下 「 運 行 禁 止 標 章 」 と

い う 。 ） を 作 成 し 、 当 該 処 分 に 係 る 自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置 を 管 轄 す る 署 長 に 対 し 、 送 付

す る も の と す る 。  

イ  処 分 の 執 行  

制 限 書 及 び 運 行 禁 止 標 章 の 送 付 を 受 け た 署 長 は 、 当 該 処 分 に 係 る 自 動 車 の 保 有 者 に 速 や か

に 制 限 書 を 交 付 す る と と も に 、 当 該 処 分 に 係 る 自 動 車 の 前 面 の 見 や す い 箇 所 に 運 行 禁 止 標 章

を は り 付 け る も の と す る 。  

ウ  処 分 の 通 知 の 際 の 留 意 事 項  

当 該 処 分 に 係 る 自 動 車 の 保 有 者 に 処 分 を 通 知 す る 場 合 は 、 あ ら か じ め 口 頭 で 処 分 の 理 由 を

告 知 し て 制 限 書 を 交 付 す る と と も に 、 処 分 の 解 除 の た め の 手 続 に つ い て も 告 知 す る も の と す

る 。  

エ  処 分 執 行 結 果 の 報 告  

署 長 は 、 処 分 を 執 行 し た と き は 、 自 動 車 運 行 供 用 制 限 処 分 執 行 報 告 書 （ 別 記 様 式 第 ７ 号 。

以 下「 執 行 報 告 書 」と い う 。）に 、執 行 の 日 時 、場 所 、制 限 書 の 交 付 者 の 氏 名 等 を 記 入 の 上 、

主 管 課 長 に 送 付 す る も の と す る 。  



(５ ) 処 分 の 解 除  

ア  処 分 の 解 除 の 申 請 は 、 規 則 に 定 め る 自 動 車 保 管 場 所 確 保 申 告 書 （ 以 下 「 確 保 申 告 書 」 と い

う 。 ） に よ り 処 分 を 執 行 し た 署 長 が 受 理 す る も の と す る 。 た だ し 、 処 分 に 係 る 自 動 車 の 保 有

者 が 、 保 管 場 所 を 確 保 し た 後 、 保 管 場 所 証 明 の 申 請 又 は 保 管 場 所 に 係 る 届 出 を 行 っ た 場 合 に

お い て は 、 当 該 申 請 又 は 届 出 に 係 る 署 長 が 、 確 保 申 告 書 の 提 出 を 受 け 、 処 分 を 執 行 し た 署 長

に 転 送 す る こ と が で き る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 申 請 又 は 届 出 に 係 る 署 長 の 属 す る

公 安 委 員 会 と 処 分 を 執 行 し た 署 長 の 属 す る 公 安 委 員 会 が 異 な る と き は 、 そ れ ぞ れ の 公 安 委 員

会 を 通 じ て 転 送 す る も の と す る 。  

イ  確 認  

保 管 場 所 確 保 の 申 告 を 受 理 し た 署 長 は 、 保 管 場 所 の 確 保 状 況 を 速 や か に 確 認 す る も の と す

る 。  

ウ  確 認 通 知 書 の 作 成 等  

保 管 場 所 が 確 保 さ れ て い る こ と を 確 認 し た 署 長 は 、 確 認 通 知 書 （ 別 記 様 式 第 ８ 号 ） を 作 成

の 上 、 処 分 に 係 る 自 動 車 の 保 有 者 に 速 や か に 当 該 確 認 通 知 書 を 交 付 す る と と も に 、 運 行 禁 止

標 章 を 取 り 除 く も の と す る 。  

エ  手 続 終 了 の 報 告  

確 認 通 知 書 を 交 付 し 、 運 行 禁 止 標 章 を 取 り 除 い た 署 長 は 、 手 続 終 了 報 告 書 （ 別 記 様 式 第 ９

号 ） に よ り 公 安 委 員 会 に 報 告 す る も の と す る 。  

(６ ) 処 分 の 執 行 及 び 解 除 の 依 頼 等  

ア  処 分 の 執 行 等 の 依 頼  

公 安 委 員 会 が 処 分 を 行 う こ と を 決 定 し た 後 、 当 該 処 分 に 係 る 自 動 車 の 使 用 の 位 置 が 他 の 公

安 委 員 会 の 管 轄 地 域 に 変 更 さ れ た 場 合 は 、 原 則 と し て 、 変 更 後 の 公 安 委 員 会 に 対 し 、 処 分 を

執 行 す る こ と 及 び 当 該 処 分 に 係 る 自 動 車 の 保 有 者 が 保 管 場 所 を 確 保 し た 場 合 に お け る 前 記

(５ )の 処 分 の 解 除 の た め の 各 手 続 を 行 う こ と を 依 頼 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、

自 動 車 運 行 供 用 制 限 処 分 執 行 等 依 頼 書 （ 別 記 様 式 第 10号 ） を 作 成 し 、 制 限 書 、 運 行 禁 止 標 章

そ の 他 関 係 書 類 を 添 付 し て 依 頼 す る も の と す る 。  

イ  処 分 執 行 結 果 の 連 絡  

主 管 課 長 は 、 公 安 委 員 会 が 、 処 分 の 執 行 等 の 依 頼 を 受 け た と き は 、 速 や か に 処 分 を 執 行 す

る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 処 分 の 執 行 等 の 依 頼 を し た 公 安 委 員 会 に 対 し 、 執 行 報 告 書

の 写 し を 添 付 の 上 、 連 絡 す る も の と す る 。  

ウ  処 分 の 解 除 等  

(ア ) 主 管 課 長 は 、 公 安 委 員 会 が 、 処 分 の 執 行 等 の 依 頼 を 受 け た 場 合 に お い て 、 自 動 車 の 保

有 者 の 保 管 場 所 の 確 保 を 確 認 し た と き は 、 処 分 の 執 行 等 の 依 頼 を し た 公 安 委 員 会 か ら 確 認

通 知 書 の 送 付 を 受 け 、 前 記 (５ )の 処 分 の 解 除 の た め の 手 続 を 行 う も の と す る 。  

(イ ) 主 管 課 長 は 、 署 長 か ら 手 続 終 了 の 報 告 を 受 け た と き は 、 処 分 の 執 行 等 の 依 頼 を し た 公

安 委 員 会 に 対 し 、 手 続 終 了 報 告 書 の 写 し を 添 付 の 上 、 連 絡 す る も の と す る 。  

第 ３  適 用 地 域 に あ る 運 送 事 業 用 自 動 車 の 保 有 者 に 対 す る 措 置  

１  通 知 等  

(１ ) 通 知 事 案 の 認 知 及 び 報 告 等  

警 察 官 等 は 、 運 送 事 業 用 自 動 車 を 法 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 通 知 の 手 続 の 対 象 と す る も の と 認 知

し た と き は 、 第 ２ の １ (１ )及 び (２ )の 手 続 を 準 用 す る 。  

(２ ) 通 知  

署 長 は 、 通 知 事 案 に 該 当 す る 事 案 に つ い て は 、 通 知 書 を 作 成 す る と と も に 、 必 要 な 関 係 書 類

を 添 付 し て 、 当 該 自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置 を 管 轄 す る 公 安 委 員 会 に 通 知 す る も の と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 第 ２ の １ (４ )イ 及 び ウ の 手 続 を 準 用 す る 。  

２  監 督 行 政 庁 に 対 す る 通 知  

(１ ) 運 送 事 業 用 自 動 車 通 知  

主 管 課 長 は 、 公 安 委 員 会 が 署 長 か ら 前 記 １ (２ )の 通 知 を 受 理 し た と き は 、 法 第 ８ 条 の 規 定 に

よ る 通 知 の 要 件 に 該 当 す れ ば 法 第 13条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 の 要 件 に も 該 当 す る こ と と な る

の で 、運 送 事 業 用 自 動 車 通 知 書（ 別 記 様 式 第 11号 ）を 作 成 し て 、運 送 事 業 を 監 督 す る 行 政 庁（ 以



下 「 監 督 行 政 庁 」 と い う 。 ） に 当 該 通 知 に 知 る 事 案 を 通 知 す る も の と す る 。  

(２ ) 運 送 事 業 用 自 動 車 通 知 事 案 の 移 送  

主 管 課 長 は 、 公 安 委 員 会 及 び 署 長 か ら 前 記 １ (２ )の 通 知 を 受 理 し た 場 合 に 、 当 該 通 知 に か か

る 事 案 の う ち 、 自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置 が 千 葉 県 以 外 の 区 域 に 在 る も の に つ い て は 、 運 送 事

業 用 自 動 車 通 知 事 案 移 送 書 （ 別 記 様 式 第 12号 ） を 作 成 し 、 関 係 書 類 等 を 添 付 し て 当 該 地 域 を 管

轄 す る 公 安 委 員 会 に 移 送 す る も の と す る 。  

第 ４  適 用 地 域 外 の 地 域 に 在 る 自 動 車 の 保 有 者 に 対 す る 措 置  

署 長 は 、 使 用 の 本 拠 の 位 置 が 適 用 地 域 外 の 地 域 に あ る 自 動 車 に つ い て 、 法 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 通

知 の 要 件 に 該 当 す る も の と 認 め た 場 合 に は 、 当 該 自 動 車 の 保 有 者 に 保 管 場 所 を 確 保 す る よ う 指 導 す

る も の と す る 。  

な お 、 運 送 事 業 用 自 動 車 に つ い て は 、 法 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 通 知 の 要 件 に 該 当 す れ ば 法 第 13条 第

２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 の 要 件 に も 該 当 す る こ と と な る の で 、 運 送 事 業 用 自 動 車 通 知 事 案 上 申 書 （ 別

記 様 式 第 13号 ） を 作 成 し て 、 公 安 委 員 会 に 上 申 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 主 管 課 長 は 、

第 ３ の ２ の 手 続 を 行 う も の と す る 。  

第 ５  報 告 又 は 資 料 の 提 出  

１  基 本 方 針  

法 第 12条 に 規 定 す る 報 告 又 は 資 料 の 提 出 の 措 置 の 活 用 に つ い て は 、 保 管 場 所 確 保 義 務 の 履 行 の

確 保 を 図 る た め 、 次 の 方 針 に 基 づ い て 行 う も の と す る 。  

(１ ) 自 動 車 の 保 管 場 所 の 継 続 的 確 保 を 図 る た め の 制 度 と の 一 体 的 活 用  

ア  自 動 車 の 保 管 場 所 の 継 続 的 確 保 を 図 る た め の 制 度 （ 法 第 ４ 条 か ら 第 ７ 条 ま で 、 第 13条 第 ３

項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 制 度 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 実 効 性 を 確 保 す る た め 、 保 管 場 所 証

明 の 申 請 又 は 保 管 場 所 の 届 出 （ 変 更 届 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る 保 管 場 所 の 確 保 状 況 に 関

し 車 庫 飛 ば し 等 違 法 行 為 が 考 え ら れ る よ う な 場 合 に お い て 、 報 告 又 は 資 料 の 提 出 の 措 置 を 活

用 す る こ と 。  

イ  保 管 場 所 を 管 理 す る 者 の 任 意 の 協 力 を 得 る こ と に よ り 、 保 管 場 所 の 使 用 状 況 に つ い て 定 期

的 な 報 告 又 は 資 料 の 提 出 を 受 け る こ と が で き る よ う に な れ ば 、 保 管 場 所 証 明 の 申 請 又 は 保 管

場 所 に 係 る 届 出 の 際 の 配 置 図 等 の 添 付 書 面 の 合 理 化 を 図 る こ と が で き 、 併 せ て 保 管 場 所 の 実

態 把 握 に 資 す る こ と と な る の で 、 保 管 場 所 を 管 理 す る 者 と の 間 の 協 力 関 係 の 確 保 に 努 め る こ

と 。  

(２ ) 保 管 場 所 を 確 保 し て い な い 自 動 車 の 保 有 者 に 対 す る 措 置 と の 一 体 的 活 用  

ア  保 管 場 所 を 確 保 し て い な い 自 動 車 の 保 有 者 に 対 す る 措 置 （ 法 第 ８ 条 か ら 第 10条 ま で の 規 定

に よ る 措 置 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 運 用 に 当 た っ て 、 保 管 場 所 の 確 保 状 況 に 関 し 疑 義 が あ る

と き は 、 適 宜 、 報 告 又 は 資 料 の 提 出 の 措 置 を 活 用 す る こ と 。  

イ  法 第 ８ 条 及 び 第 ９ 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 法 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 要 件 及 び 第 ９ 条 の 規

定 に よ る 要 件 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 で 、 法 第 ９ 条 の 規 定 が 自 動 車 の 保 管 場 所 の 確 保 等 に

関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 ２ 年 法 律 第 74号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 ） 附 則 第

２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 経 過 措 置 に よ り 適 用 で き な い と き は 、 報 告 又 は 資 料 の 提 出 の 措 置 に

よ り 、 保 管 場 所 確 保 義 務 の 履 行 を 促 す こ と 。  

(３ ) 適 用 地 域 及 び 経 過 措 置 に よ り 法 の 規 定 が 適 用 さ れ な い 場 合 の 報 告 及 び 資 料 の 提 出 の 措 置 の

積 極 的 活 用  

法 附 則 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 及 び 第 ６ 項 又 は 改 正 法 附 則 第 ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 自 動 車

の 保 管 場 所 の 継 続 的 確 保 を 図 る た め の 制 度 の 運 用 、 保 管 場 所 を 確 保 し て い な い 自 動 車 の 保 有 者

に 対 す る 措 置 の 運 用 及 び 保 管 場 所 と し て の 道 路 の 使 用 の 禁 止 等 違 反 の 指 導 取 締 り が で き な い 場

合 に お い て 、 保 管 場 所 確 保 義 務 の 履 行 の 確 保 を 図 る た め の 措 置 と し て 積 極 的 に 活 用 す る こ と 。  

２  報 告 又 は 資 料 提 出 を 求 め る 主 体  

報 告 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 都 道 府 県 公 安 委 員 会 は 、 自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置

を 管 轄 す る 公 安 委 員 会 で あ る 。  

３  書 面 に よ る 要 求  

(１ ) 公 安 委 員 会 が 報 告 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め る 場 合 は 、 報 告 ・ 資 料 提 出 要 求 書 （ 別 記 様 式 第 14

号 ） に よ り 、 ま た 、 そ の 回 答 を 報 告 ・ 資 料 提 出 回 答 書 （ 別 記 様 式 第 15号 ） に よ り 求 め る こ と 。  



(２ ) 報 告 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め る 書 面 と し て は 、 例 え ば 、 次 の よ う な も の が 考 え ら れ る 。  

ア  自 動 車 の 保 有 者 の 住 所 又 は 自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置 を 確 認 す る た め の 書 面  

(ア ) 住 民 票 の 写 し  

(イ ) 印 鑑 証 明  

(ウ ) 電 話 料 金 、 ガ ス 料 金 、 水 道 料 金 、 家 賃 等 の 領 収 書 等  

イ  保 管 場 所 と し て 使 用 す る 権 原 を 有 す る か ど う か 確 認 す る た め の 書 面  

(ア ) 当 該 土 地 又 は 建 物 の 登 記 簿 、 固 定 資 産 台 帳 等 の 謄 抄 本 又 は そ の 写 し  

(イ ) 当 該 土 地 又 は 建 物 の 所 在 地 及 び そ の 所 有 者 が 記 載 さ れ て い る 市 町 村 長 の 発 行 す る 固 定

資 産 評 価 額 証 明 書 、 公 課 （ 公 租 ） 金 証 明 書 等  

ウ  当 該 保 管 場 所 の 付 近 の 道 路 及 び 目 標 と な る 地 物 を 表 示 し た 当 該 保 管 場 所 の 所 在 地  

エ  当 該 保 管 場 所 並 び に 当 該 保 管 場 所 の 周 囲 の 建 物 、 空 地 及 び 道 路 を 表 示 し た 配 置 図  

 

以 下 様 式 省 略  


